
海外農業農村開発技術センター等事業費のうち
国 際 交 流 費（拡充）

１．趣 旨
（１）食料、貧困、環境等地球的規模の問題の解決のためには、技術者等農業
農村開発に従事する関係者による意見交換を通じた協力が有効なことから、
これまで現地適正化技術開発交流セミナーを実施し、自然条件の似通うアジ
ア地域を中心とする開発途上国の技術者等との情報交換あるいは意見交換を
行い、これらの成果を農業農村開発の効果的な推進に役立ててきたところで
ある。

（２）農業農村開発協力に係る政府関係者を中心とした技術者による国際交流
については、これまでの日本での交流セミナー開催を通じ、先方政府技術者
への基礎的な技術交流が進み、成果を収めつつあるところであり、今後は、
ＯＤＡ大綱及び中期政策の改定を受け、さらなる効率的かつ効果的な援助の
推進を検討する必要がある。

（３）効率的かつ効果的援助の視点から南南協力が重視される中、交流セミナ
、 、 、ーについても アジアの国々で開催し 政府関係者等との技術交流に加えて

水利組合リーダーや農民等とのより広範なソフト分野への支援も含めた交流
を図るとともに、農民等と政府関係者間の意見交換を円滑に実施し、そこで
の議論が途上国における農民等の自助努力の向上につながるよう配慮するこ
とが必要である。

（４）このため、国際協力セミナーの開催対象国を拡充し、途上国の自主性及
び参加者の拡大を図り、また関係者間の交流等を図ることによって、援助の
効果的かつ効率的な実施を推し進めることとする。

２．事 業 内 容
（１）中国との技術交流

中国農業部、水利部等との技術交流の実施
（２）現地適正化技術開発交流

日本及びアジア各国における現地適正化技術開発交流セミナーの実施

（財）日本水土総合研究所（ＪＩＩＤ）３．交 付 先
（財）農村開発企画委員会（ＲＤＰＣ）

平成６年度～平成２２年度（平成１７年度）４．事業実施期間

定 額５．補 助 率

２２,１８８（２２,１８８）千円６．平成１８年度概算決定額

【担当課(室)：農村振興局設計課海外土地改良技術室
農村政策課農村整備総合調整室】


